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■  Headline News  ■ 

所得課税改革 ： 国民の負担増は避けられず 

◆増える個人住民税 

  政府は、「三位一体の改革」で国から地方へ税源を移譲するため、国税の所得税を減らし、地方税の個人住民税を増や

す。 

  個人住民税の税率は現在、収入に応じて５、１０、１３％と３段階あるが、政府税調はこれを１０％に一本化する方向で

検討している。１３％から１０％に減税となる高所得者層が約１７０万人なのに対し、５％から１０％に増税になる低所得者

層は約３２００万人と多いため、個人住民税全体では差し引き３兆円程度の増収となる計算だ。 

  住民税が減税となる高所得者層に対しては所得税の税率を上げ、逆に住民税が増税となる低所得者層には所得税の

税率を下げることで、所得、住民税を合わせた所得課税全体では、原則として負担の増減が生じないようにする。ただ、例

えば夫婦と子供２人の場合、年収３２５万円未満の層は現在、所得税を払わなくても良いため、住民税の５％引き上げ分

がそのまま増税となる。約３００万人といわれるこうした層に対する負担軽減措置をどう講じるかが課題となる。 

  住民税率を１０％に一本化する案は、税源移譲の額が３兆円程度であることが前提。三位一体の改革では補助金削減

をめぐる義務教育国庫負担金の扱いが決着しておらず、国から地方への税源移譲額が確定するのは秋以降となる見通し

で、移譲額が３兆円から大きく離れた場合は、住民税と所得税の税率変更を改めて見直す必要も出てくる。 

◆少子高齢化で「控除」も見直し 

  個人所得課税の改革では、複雑で多岐にわたる控除の見直しも焦点。少子高齢化で家族構成が多様化し、終身雇用

が崩れつつある中、「今の控除は時代の変化に対応していない」（財務省）。このため、政府税調では「給与所得控除」や

「扶養控除」などの見直しが検討項目に挙がっている。 

  「給与所得控除」は給与収入から必要経費を控除するもので、控除総額は給与総額の約３割を占める。政府税調では、

例えば確定申告制度を適用するなど、控除額を経費の実態に近づける仕組みに改める方向で検討している。勤続年数に

応じて控除額が増えていく「退職所得控除」も「終身雇用ありきの制度で、時代にそぐわない」との批判的な意見が大勢で、

縮小する方向だ。 

  一方、子供を持つ世帯に適用される「扶養控除」は、納税額そのものを減額する「税額控除」方式への変更が検討され

ている。現在の扶養控除は、所得税の場合は子供１人につき３８万円、住民税は３３万円を課税対象となる所得から差し引

く「所得控除」方式で、税率が高い高所得者層ほど納税額が大きく減る。「税額控除」方式は、所得の多寡に関係なく一定額

が軽減されることになる。       （2005年5月3日毎日新聞ニュースより抜粋） 

 

■  Information  ■ 

 －－★☆ 人材投資促進税制の創設 ☆★－－ 

  平成17年度税制改正により、企業が支出する教育訓練費の一定割合を法人税額から控除する制度が3年間

の時限措置として創設されます。 

 

対象法人 ①青色申告法人 
② 資本金１億円以下の青色申告法人等 

（大規模法人の子会社等を除く） 

制度の内容 

・ 教育訓練費が基準額（前２期の平均額）より 

 増加した場合、増加額の２５％相当額の税額 

 控除可能 

教育訓練費の総額に対し、教育訓練費増加

率の１／２の率（最大２０％）を乗じた金額に

ついて税額控除可能（①との選択制） 

税額控除の限度
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対象法人 ①青色申告法人 
②資本金１億円以下の青色申告法人等 

（大規模法人の子会社等を除く） 

制度の図解 
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